
１．ふじみ野市将来構想 from 2018 to 2030 における位置づけ

２．施策指標と達成状況 ※網掛けの指標は前期重点プロジェクトに該当する指標です。

指標
２

指標
３

指標
４

施策目標の実現
に向けた取組

（１）総合相談窓口の充実
〇複雑化・多様化する相談ニーズに総合的に対応できるよう専門相談の充実及び庁内の相互連携による支援など、
効率的で質の高い相談サービスの提供に努めます。
〇配偶者暴力相談支援センターとして、DV被害者の相談から支援・救済保護を迅速に行うため、庁内外の関係機関
や県との連携を強化します。
（２）消費生活相談の充実
〇消費者に対する消費者教育・意識啓発を推進し、消費者自身の対応力の強化を図ります。
〇誰でも、いつでも、どこに住んでいても質の高い相談・救済支援が受けられる相談体制により、被害拡大を防止
します。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

目標値 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.00

実績値 95.70 97.85 98.38 97.82

指標
５

施
　
策
　
目
　
標

指標名 市民総合相談の利用者の満足度

説明
指標
１

単位 ％

年度 平成30年度 令和元年度

令和4年度　施策評価シート

施策
体系

分　野 01　暮らしと地域コミュニティ ～人がつながるまち～

施　策 03　市民総合相談　－市民総合相談の充実・消費者の被害防止と救済を支援します－

関　連　課

目　　標

多岐にわたる市民の相談内容に応じ、更に関係部署と連携を強化し、総合的な相談体制の整備を進めます。また、
消費生活相談体制の充実と、消費者教育の推進を通じて消費者の意識啓発と被害の防止を図ります。

主　管　課 市民生活部　市民総合相談室
評価責任者 粕谷　直樹

評価日 令和5年6月1日

重点プロジェクト

97.98

指標名 消費生活に関する講座等参加者の関心度、理解度

説明
消費生活に関する講座等などへ参加して消費者被害への関心や理解が深まったと思う人の割合。消費者被害防止へ
の意識や理解度向上を図るための指標とした。

単位 ％

年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

93.00 94.00 94.00 95.00

指標名

説明

単位

95.00

実績値 93.45 96.90 95.83 0.00 97.58

目標値 93.00

説明

単位

年度 平成30年度 令和元年度

実績値

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

目標値

令和4年度 令和5年度

目標値

指標名

年度 平成30年度 令和元年度

実績値

令和2年度 令和3年度

実績値

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

目標値

指標名

説明

単位

年度 平成30年度 令和元年度



３．施策への投入コスト （単位：千円）

４．評価対象年度の施策実施内容 ※網掛けの指標は前期重点プロジェクトに該当する取組です。

５．評価

市民の不安や悩みに応じた各種専門相談員の配置や庁内外の関係機関との連携により、迅速に対応できる総合相談
窓口の充実を図った。また、市民相談と消費生活センターが一体化していることで、被害者救済も含めた相談体制
が図られている。今後も利用者の満足度としては98%以上を目指すものである。
安心して消費生活が送れるよう、高校・地域での出前講座や消費者団体による啓発事業、消費生活センターによる
相談・あっせんにより消費者被害の未然防止と救済に努めた。
引き続き、市民の暮らしの安心と安定に繋がるよう総合相談窓口の充実を図っていく。

指標の達成状況

おおむね順調

行政資源の活用

適切

取組の有効性

有効

施策の効果

効果が得られている

評価

収
入

特定財源 3,188 2,397 314 38

34,004 28,642 37,782 34,147

支
出

事務事業費 17,338 17,075 11,882 10,766

人件費 38,273

107 101

一般財源 48,154 43,320 49,350 44,875 49,416 47,462

35,247

令和5年度

11,250 12,316

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

実施内容 実施実績と効果 主な事務事業

取
組
①

総合相談窓口の充
実

①複雑化・多様化する相談ニーズに対応
できるよう専門相談の充実及び庁内連携
による支援など、効率的で質の高い相談
サービスの提供を行った。②配偶者暴力
相談支援センターとして、ＤＶ被害者の
相談から支援・保護等を迅速に行うた
め、関係機関や県との連携を強化した。

①相談内容や相談者の状況に応じ、外部
関係機関も含め幅広い視点からコーディ
ネートをするとともに、問題解決に向け
て関係部署への情報提供や調整を行っ
た。②ＤＶ被害者支援の体制強化を図る
ため、女性相談日の増設を行い、庁内外
の関係機関との迅速な連携を図った。

市民相談事業

取
組
②

消費生活センター

①消費生活相談・債務相談
②消費者安全確保庁内推進会議
③消費者教育

①消費生活相談823件、債務相談19件
②消費者被害防止のための見守り体制の
構築を図った。（書面会議計2回）
③出前講座を行い消費者被害防止への意
識や理解向上を図った。6回　216人

消費生活センター事業

取
組
③

取
組
④

取
組
⑤



１．事務事業の概要

２．事務事業費・人件費 （単位：千円）

事
業
費

その他事業費※

扶助費

負担金、補助及び交付金

工事請負費

使用料及び賃借料

委託料

需用費

賃金※

報酬※

財源
内訳

特
定
財
源

国庫支出金

一般財源

市民１人あたりの負担コスト(単位：円)

163

17,486 21,506 18,281

000

000

人件費計

0 0 0

73 113 121

300 315

従事人数(人)

人件費

従事人数(人)

人件費

従事人数(人)

人件費

正規職員

再任用職員

会計年度任用職員※

事務事業の
概要

市民総合相談窓口として、各種専門相談での相談の他、関係部署との連携により問題解決に向けた支援
を行う。
【専門相談種目】行政書士による生活総合相談､弁護士相談､司法書士相談､人権相談､行政総合相談､女性
のためのＤＶ･総合相談､税理士による税務相談､土地建物相談､家庭問題に関する相談

令和4年度事務事業評価シート

事務事業名 市民相談事業
前年度の方向性

拡充

施策
体系

分野 01　暮らしと地域コミュニティ ～人がつながるまち～

施策 03　市民総合相談　－市民総合相談の充実・消費者の被害防止と救済を支援します－

事務事業期間 昭和48～ 評価日 令和5年6月1日

個別計画
根拠法令・条例等

ふじみ野市市民相談実施要綱、ふじみ野市市民相談専門相談員取扱要領、ふじみ野市配偶者暴力相談支
援センター事業実施要綱、ふじみ野市配偶者からの暴力等による被害者の支援に関する事務取扱要綱

予算費目 一般会計　02総務費　01総務管理費　15市民総合相談費

所管部課 市民生活部　市民総合相談室 評価責任者 宮内　弥生

0

0.00

0.00

令和4年度の
主な取組

総合相談窓口として、相談者の不安や悩みに応じた適切な相談種目を案内し、問題解決に向けて迅速に
必要な支援へ繋げた。また、複合的な問題を抱えている相談者には、重層的支援担当部署をはじめとす
る関係機関等と連携・協力を図りながら相談支援を行った。
令和4年度は「ＤＶ被害者支援のための職員対応マニュアル」を改訂した。

【支出】

17,486 21,506 18,281

令和3年度 実績 令和4年度 実績 令和5年度 当初予算

事
務
事
業
の
内
容

事務事業の
目的

市民が抱える様々な悩みや課題に対し、その解決を支援するため、専門機関を活用した相談サービスを
提供する。近年、相談内容が複雑化かつ多様化していることから、市民総合相談窓口として、ワンス
トップで適切な専門相談へのコーディネートや、関係機関への迅速な支援へつながるようにする。

事務事業の
経緯

平成21年度に消費生活センターと統合し、被害救済も含めた相談体制を整備。平成25年度に大井総合支
所での相談窓口設置、平成26年度に配偶者暴力相談支援センター設置の他、女性相談日増設、支所での
司法書士相談等を開設。平成27年度には生活困窮等の複雑化する相談に対応するため福祉総合支援チー
ムと連携。平成30年度には女性相談日を週3回に増設。令和4年度から週3回→週4回。

人
件
費

0 0 0

0

528

0

使用料・手数料 0 0 0

分担金・負担金 0 0 0

9,605 9,964 10,126

支出合計 27,555 32,024 29,544

25 25 25

0 0 300

66 101

0 0 0

県支出金 0 0 0

その他 0 0 0

27,555 32,024 29,544

地方債 0 0 0

基金 0 0 0

※千円未満を四捨五入しているため、合計が合わない箇所があります。

241 281 256

※報酬、賃金、その他事業費には、会計年度任用職員の人件費も含まれています。

重点プロジェクト

2.30

0.00

0.00

2.70

0.00

0.00

2.20



３．事務事業の指標と実績

４．事務事業の実施内容・効果

５．今後の方向性

活動

指標

２

活動

指標

３

成果

中長期的方向性

継続

理由

本市の市民相談事業では豊富な人材（専門職）や幅広い支援機関等との協力体制を築いており、総合相
談窓口としての機能を拡充させてきた経緯がある。今後も総合的な相談対応ができる「市民総合相談窓
口」として相談から支援窓口への連携を図る。また、配偶者暴力相談支援センターとして、ＤＶだけで
はなく、性暴力やストーカー、家族間の暴力など地域の相談ニーズに対応できる相談体制の強化を図
る。令和5年度から犯罪被害者支援総合的対応窓口がスタートする。そのため、あらゆる機会を通じて周
知・啓発に努めるとともに関係機関との連携体制を構築していく。

％

年度 令和3年度 令和4年度

説明

指標

１

557

令和4年度 令和5年度

指標名 年間市民相談対応件数

単位 件

年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

目標値 1,800 1,800 1,800

実績値 1,643 1,695

本庁及び支所で実施している定例の各種専門相談や相談担当職員が対応した件数から市民の相談ニーズ
に対応できているかを判断する指標

令和5年度

目標値 100.00 100.00 100.00

指標名 市民総合相談の利用者の満足度

単位

実績値 97.82 97.98

説明

634

説明

510

事務事業の
実施内容・効果

　令和4年度における市民相談事業実施内容
　令和4年度の相談体制（相談日1日＝1回）
・行政書士による生活総合相談（本庁：月・水・金、支所：火～金）行政書士9名
　本庁 147回、支所 184回
・弁護士による法律相談（本庁：木、支所：月）弁護士13名
　本庁 47回、支所 47回
・司法書士相談（本庁：第1・3・5金、支所：第2・4金）司法書士5名
　本庁 27回、支所 23回
・人権相談（本庁：4・7・8・10・11・2月の第1火）人権擁護委員7名
　本庁 3回（4・8・10月は予約なしのため中止）
・特設人権相談（法務局）（本庁：6・9・12・3月の第1火）人権擁護委員7名
　本庁 4回
・行政総合相談（本庁：第4水）行政相談委員3名
　本庁 1回（5月実施。その他の月は予約なしのため中止）
・税理士による税務相談（本庁：第1・2水、支所：第3水）税理士会から各回1名派遣
　本庁 23回、支所 12回
・土地建物相談（本庁：第3水）宅建協会から各回2名派遣
　本庁 12回
・家庭問題に関する相談（本庁：第2・4金）家庭問題情報センター相談員4名（元家裁調査官）
　本庁 21回（5/13・3/10は予約なしのため中止）
・女性のためのＤＶ・総合相談（本庁：月・火・木・毎月第1・3・5金）女性相談員5名
　本庁 168回
※産休代替等に係る会計年度任用職員の人件費として別途予算管理する2,255千円が加算される。

指標名 ＤＶ総合相談窓口として支援のコーディネートをした件数

単位 延件数

年度 令和3年度

拡充

来年度の方向性

平成26年度から、配暴センターの設置に伴い「女性のためのＤＶ･総合相談」を週1回から週2回に増設、
証明書発行等による支援の幅が広がったことを示す指標（平成30年度から週3回に増設、令和4年度から
週4回に増設）

平成25年度から質問項目を2項目→6項目に見直し、窓口の対応や相談スキル、利便性などを把握したこ
とにより、利用者の満足度を図る指標

目標値 510 510

実績値



１．事務事業の概要

２．事務事業費・人件費 （単位：千円）

事
業
費

その他事業費※

扶助費

負担金、補助及び交付金

工事請負費

使用料及び賃借料

委託料

需用費

賃金※

報酬※

財源
内訳

特
定
財
源

国庫支出金

一般財源

市民１人あたりの負担コスト(単位：円)

2

9,538 9,558 9,538

7,4287,2097,123

000

人件費計

0 0 0

339 380 562

0 0

従事人数(人)

人件費

従事人数(人)

人件費

従事人数(人)

人件費

正規職員

再任用職員

会計年度任用職員※

事務事業の
概要

毎週月曜日から金曜日まで消費生活相談を実施し、市民から寄せられる多様な消費生活相談に対応す
る。
さらに、地域全体の消費者問題への解決力の向上や市民の被害防止、安全確保を図るために消費者教育
を推進する。

令和4年度事務事業評価シート

事務事業名 消費生活センター事業
前年度の方向性

拡充

施策
体系

分野 01　暮らしと地域コミュニティ ～人がつながるまち～

施策 03　市民総合相談　－市民総合相談の充実・消費者の被害防止と救済を支援します－

事務事業期間 昭和60年度～ 評価日 令和5年6月1日

個別計画
根拠法令・条例等

消費者基本法、消費者安全法、消費者教育推進法、ふじみ野市消費生活センター条例、ふじみ野市消費
生活センター条例施行規則　外　4要領

予算費目 一般会計　02総務費　01総務管理費　15市民総合相談費

所管部課 市民生活部　市民総合相談室 評価責任者 宮内　弥生

0

1.76

0.00

令和4年度の
主な取組

消費生活相談員による消費生活相談や債務整理相談を中心に、助言・あっ旋などにより消費者被害の未
然防止と救済に努めた。
また、出前講座について、コロナ禍に対応するべく最低対象人数を10人から4人へと見直し周知啓発を図
り、少しずつ消費者教育を実施することが出来た。啓発チラシ作成や啓発グッズの配布を引き続き継続
して積極的に実施した。

【支出】

16,661 16,767 16,966

令和3年度 実績 令和4年度 実績 令和5年度 当初予算

事
務
事
業
の
内
容

事務事業の
目的

市民から寄せられる多様な消費生活相談に対して、適切に助言・あっ旋・指導し、消費者被害の防止や
救済に尽力し、消費者の権利擁護に努める。また、市内の消費者団体の活動を支援し、市民団体との連
携を図ることで、広く消費者問題に対する関心を高めるとともに消費者意識の向上を図る。

事務事業の
経緯

平成21年度から埼玉県消費者行政活性化補助金を活用し、相談体制を強化した。平成23年度消費者啓発
委託事業を開始。平成24年度以降消費者教育推進法に沿った消費者教育に取組んでいる。平成28年度消
費生活センター条例を制定、センター機能を強化した。平成30年度「ふじみ野市消費者安全確保庁内推
進会議」設置。

人
件
費

4,937 4,994 5,112

0

0

0

使用料・手数料 0 0 0

分担金・負担金 0 0 0

2,534 2,558 2,795

支出合計 17,358 17,500 18,019

10 10 10

0 0 0

0 0

0 0 0

県支出金 19 85 69

その他 19 22 32

17,320 17,393 17,918

地方債 0 0 0

基金 0 0 0

※千円未満を四捨五入しているため、合計が合わない箇所があります。

151 152 155

※報酬、賃金、その他事業費には、会計年度任用職員の人件費も含まれています。

重点プロジェクト

1.20

1.76

0.00

1.20

1.76

0.00

1.20



３．事務事業の指標と実績

４．事務事業の実施内容・効果

５．今後の方向性

活動

指標

２

活動

指標

３

成果

中長期的方向性

継続

理由

相談内容が多様・高度化している中、消費者保護関連の法律も複雑化しており、業者との交渉やあっ旋
等に時間を要するため、相談員の更なるレベルアップを図る。また、消費者安全確保地域協議会を兼ね
る庁内会議とネットワークを活用し、学校、地域と連携しながら、消費者教育を推進する。

％

年度 令和3年度 令和4年度

説明

指標

１

0

令和4年度 令和5年度

指標名 消費者被害の救済件数（あっ旋件数）

単位 件

年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

目標値 60 60 60

実績値 75 115

市民等を消費者被害から専門的見識を要して救済した件数。あっ旋件数は、市民等を消費者被害から消
費生活相談員が専門的見識を要して救済したものであり、センターの重要な役割である。相談件数に伴
い、減少傾向にあるが、センターの重要な機能であるため指標とした。

令和5年度

目標値 95.00 95.00 95.00

指標名 消費生活に関する講座等参加者の関心度、理解度

単位

実績値 0.00 97.58

説明

6

説明

3

事務事業の
実施内容・効果

①消費生活相談
　多様な消費生活相談に対し、適切な助言・あっ旋・指導等ができる専門性及び交渉力の高い相談員体
制を保持するため、埼玉県消費者行政活性化補助金を活用し、相談員の資質向上を図った。コロナ禍の
中、限られた研修機会を最大限に活用したほか、消費者問題に精通した弁護士（アドバイザー弁護士）
から直接指導を受けるなど、専門的見識を要するあっ旋相談処理を実施した。
②消費者教育
　消費者被害が多発・深刻化しているなか、消費生活に関する学習の機会を提供するため、啓発資料の
配布を積極的に行った。今後も、消費者が自ら被害に遭わず、主体的に考え行動できるよう、「新しい
生活様式」に即した消費者教育を強化していく必要がある。
③ふじみ野市消費者安全確保庁内推進会議
　消費者安全法に基づく消費者安全確保地域協議会の機能を兼ねる「ふじみ野市消費者安全確保庁内推
進会議」を平成30年4月1日に設置した。庁内関係課及び地域の見守り活動者との連携や消費者教育など
の協議会機能を活用することで、消費者の被害防止を目指すものである。消費者被害防止サポーター養
成講座、見守り活動協力者向け研修や地域への出前講座を行い、地域連携による消費者被害防止に注力
していく必要がある。

指標名 消費者啓発事業（出前講座・委託事業等）の開催回数

単位 回

年度 令和3年度

継続

来年度の方向性

地域団体、学校などへの出前講座、消費者団体への委託による消費者啓発事業の実施回数。消費者被害
防止等の啓発を推進していくための指標とした。
※令和2年度実績において、新型コロナウイルス感染拡大の影響により啓発事業の開催回数が1回であっ
たため、令和3年度の目標値を見直し、7回から3回に変更する。

消費生活に関する講座等などへ参加して消費者被害への関心や理解が深まったと思う人の割合。消費者
被害防止への意識や理解度向上を図るための指標とした。

目標値 3 3

実績値


